
く改正案J

五 研究開発等における血液製剤の使用に関する基準の策定

国民の善意の献血によって得られる血液を主たる原料とす.る血液製剤は有限
で貴重なものであり1研究開発等の使用に当たってもl倫理的な観点からの慎重

な配慮が必要であるD血液製剤の適用外使用により-本来の額能及び効果を日的
として供給される血液製剤が不足したりl医療に支障を生じることがあってはな

らないo

しかしながら1研究開発等に当たり-人の血液を使用せざるを得ない場合もあ

pるため,本来の効能及び効果を目的とした血液製剤の供給に支障を生じなvlよう

国臥研究開発等における血液製剤の使用に関する基準を策定し,これを様々な

機会を通じて医療関係者等に徹底させるものとする.
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